
世帯にいる子ども

手当の対象となる子ども

生年月日が平成2年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども 生年月日が

平成17年4月2日
以後の子ども

生年月日が平成14年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども

手当の対象となる子ども

定
額
給
付
金

子
育
て
応
援
特
別
手
当
給
付
金

定
額
給
付
金

子
育
て
応
援

　
特
別
手
当
給
付
金 

現
在
う
る
ま
市
で
は
、
定
額
給
付
金
及
び
子
育
て
応
援
特
別
手
当
給
付
金
の
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
。 

※
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
き
ま
し
て
は
変
更
に
な
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
。う
る
ま
市
は
、約
4
万
4
千

も
の
世
帯
を
抱
え
て
お
り
、通
知
・
申
請
受
付
、確
認
作
業
等
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
の
で
、ご
理
解
・

ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。 

※
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、今
後
も
引
き
続
き
広
報
紙
や
通
知
書
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

う
る
ま
市
定
額
給
付
金
等
対
策
　
プ
ロ
ジ
�
ク
ト
チ
�
ム
／
T
E
L︵
直
通
︶
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3
�
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    ●
支
給
対
象
者 

基
準
日（
平
成
21
年
2
月
1
日
）に
う
る

ま
市
に
住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
方
及
び
外
国

人
登
録
し
て
い
る
方（
不
法
滞
在
者
及
び
短

期
滞
在
者
は
除
く
） 

 ●
支
給
額 

基
準
日
に
お
い
て
18
歳
以
下
及
び
65
歳

以
上
の
方
は
一
人
に
つ
き
2
万
円
、そ
れ
以

外
の
方
々
は
一
人
に
つ
き
1
万
2
千
円
に

な
り
ま
す
。 

 ●
申
請
者 

住
民
登
録
さ
れ
て
い
る
世
帯
の
世
帯
主 

 

●
申
請
方
法
及
び
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

平
成
21
年
5
月
上
旬
頃
か
ら
対
象
と
な
る

各
世
帯
主
宛
に
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

そ
の
後
、各
世
帯
主
か
ら
の
申
請
書
の
受
付

を
開
始
し
て
、口
座
情
報
や
本
人
確
認
等
の

作
業
を
行
な
い
、5
月
か
ら
支
給
を
始
め
ら

れ
る
よ
う
準
備
を
進
め
ま
す
。 
 ●

支
給
方
法 

審
査
の
う
え
支
給
を
決
定
し
、申
請
者
が

指
定
す
る
口
座
に
振
込
み
ま
す
。 

な
お
、口
座
振
込
に
よ
る
支
給
を
原
則
と

し
ま
す
が
、口
座
振
込
が
困
難
な
場
合
に
限

り
、現
金
に
よ
る
支
給
も
行
な
う
予
定
で
す
。 

※
右
の
方
法
で
の
申
請
・
受
給
が
困
難
な
場

合
は
、プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
ご
連
絡
・

ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

  

 
   

●
対
象
と
な
る
お
子
さ
ん 

給
付
対
象
者
は
、次
の（
1
）及
び（
2
）の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
で
す
。 

 （
1
）基
準
日（
平
成
21
年
2
月
1
日
）に
お

い
て
、次
の
ア
又
は
イ
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方
。 

 ア 
住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方 

イ 
外
国
人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

（
不
法
滞
在
者
及
び
短
期
滞
在
者
は
除
く
。） 

 （
2
）平
成
20
年
度
に
お
い
て
小
学
校
就
学
前

3
年
間
に
該
当
す
る
子
ど
も（
具
体
的
に
は
、

生
年
月
日
が
平
成
14
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

17
年
4
月
1
日
ま
で
の
子
ど
も
）で
あ
っ
て
、

※
第
2
子
以
降
の
子
ど
も
で
す
。 

※
第
2
子
の
判
定
は
、世
帯
に
い
る
18
歳

以
下
の
子
ど
も（
具
体
的
に
は
生
年
月
日
が

平
成
2
年
4
月
2
日
以
後
の
子
ど
も
）の

中
か
ら
年
齢
順
に
第
1
子
、第
2
子
と
数

え
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 ●
支
給
額  

対
象
と
な
る
お
子
さ
ん
１
人
に
つ
き
3
万

6
千
円
に
な
り
ま
す
。 

 ●
申
請
者  

対
象
と
な
る
世
帯
の
世
帯
主 

子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
申
請
方
法
・

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
・
支
給
方
法
は
定
額
給

付
金
と
共
通
に
な
り
ま
す
。 

子育て応援特別手当（Aさん、Bさんの場合）
Aさん世帯

世帯主

Aさんへの子育て
応援特別手当

3.6万円×2人=

7.2万円

Bさん世帯

世帯主

Bさんへの子育て
応援特別手当

3.6万円×1人=

3.6万円

Aさん 1人目

Bさん

振り込め詐欺、
個人情報収集に注意！

正式な申請受付を開始するまでは、市役所等から直接住民の皆様へ電話等で口座情報等の確認を
行うことは絶対にありません。 
給付金の給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の聞き出し」に十分にご注意ください。 

◆ご用心！被害に遭わないために･･･  

・給付金を給付する際に、ＡＴＭ機（現金自動預払機）の操作を指示することは絶対にありません。ＡＴＭ
機に行くように言われたら、「振り込め詐欺」だと疑ってください。  
・給付金の給付のために、手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。  
・給付金に関して、フリーダイヤルの番号あて電話するように指示・依頼することは絶対にありません。  

◆少しでも「おかしい（不審）」と思ったら、ご家族や下記の相談窓口に、すぐにご相談ください。 

（振込詐欺の場合）うるま警察署　TEL.973－0110　　　石川警察署　TEL.964－4110

うるま市定額給付金等対策プロジェクトチーム　TEL（直通）973-5349

4人目

3人目

2人目 3人目

1人目 2人目

世帯にいる子ども

生年月日が平成2年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども 生年月日が

平成17年4月2日
以後の子ども

生年月日が平成14年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども
生年月日が平成14年4月2日から
平成17年4月1日までの子ども
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